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（午前９時５９分 開会） 

◎開会宣告 

○議長（氏家良美君） 皆さんおはようございます。ただいまから令和８年第１回新冠町

議会臨時会を開会いたします。 

 

◎開議宣告 

○議長（氏家良美君） 直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程の報告 

○議長（氏家良美君） 議事日程を報告いたします。 

議事日程は御手元に配付した印刷物のとおりであります。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（氏家良美君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、

会議規則第１２５条の規定により、２番、海馬澤真紀子議員。３番、長浜謙太郎議員を指

名いたします。 

 

   ◎日程第２ 会期の決定 

○議長（氏家良美君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。本臨時会の会期は本日１日にしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（氏家良美君） 異議なしと認めます。 

よって、会期は本日１日とすることに決定いたしました。 

 

   ◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（氏家良美君） 日程第３、諸般の報告を行います。本臨時会の説明員として出席

通知のありました者の職、氏名を御手元に配付しておきましたので、御了承願います。 

これで諸般の報告を終わります。 

 

◎日程第４ 承認第１号 

〇議長（氏家良美君） 日程第４、承認第１号、専決処分についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。 

島田総務課長。 

○総務課長（島田和義君） 承認第１号、専決処分について、提案理由を申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分いたしましたので、



4 
 

同条第３項の規定により、これを報告し承認を求めるものでございます。 

次ページをお開き願います。専決処分書、令和７年度新冠町一般会計補正予算について、

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、別紙のとおり令和８年１月２３日付けをも

って専決処分をしたものです。 

このたびの専決処分は、本年１月２３日の衆議院解散に伴い、来る２月８日に第５１回

衆議院議員総選挙及び第２７回最高裁判所裁判官国民審査が執行されることとなりますが、

選挙執行に要する予算の補正にあたり、議会を開く暇がなかったことから、専決処分をし

たものです。 

予算書の１ページをお開き願います。令和７年度新冠町一般会計補正予算、このたびは

１回目の専決補正予算となります。歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ９１２万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ７０億４３９９万８千円にしたものです。 

それでは、事項別明細書の歳出より説明いたしますので、８ページから９ページをお開

き願います。２款総務費、４項選挙費、５目衆議院議員選挙費９１２万４千円の追加。１

節報酬１０２万６千円の増額は、選挙従事者等に係る報酬です。３節職員手当等４０９万

３千円の増額は、職員の時間外手当勤務手当になるものです。８節旅費４万２千円の増額

は、開票立会人等に係る費用弁償及び職員の旅費です。１０節需用費１２４万７千円の増

額は、事務用消耗品の購入のほか、投票所入場券等の印刷費、投票立会人等の食糧費にな

ります。１１節役務費７９万１千円の増額は、投票所入場券等の郵便料及び投票用紙計数

機の点検手数料等であります。１２節委託料１８９万円の増額は、ポスター掲示板の設置

撤去業務のほか、選挙公報の配布、投票記載台の保守等委託料であります。１３節使用料

及び賃借料３万５千円の増額は、立会人を送致するハイヤー代になります。 

次に、歳入について説明いたしますので、６ページから７ページをお開き願います。１

４款国庫支出金、３項国庫委託金、１目総務費国庫委託金９１２万４千円の追加は、歳出

で計上いたしました衆議院議員総選挙等に係る委託金になります。 

以上が、承認第１号、専決処分の提案理由でございます。御審議を賜り、報告のとおり

承認くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（氏家良美君） 提案理由の説明が終わりました。 

これより、本案に対する質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。 

発言を許可いたします。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（氏家良美君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案は報告のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（氏家良美君） 異議なしと認めます。 

よって、承認第１号は報告のとおり承認されました。 
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◎日程第５ 議案第１号  

○議長（氏家良美君） 日程第５、議案第１号、節婦市街地線節婦小橋橋梁架換工事請負

契約の変更についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

関口建設水道課長。 

○建設水道課長（関口英一君） 議案第１号、節婦市街地線節婦小橋橋梁架換工事請負契

約の変更について、提案理由を御説明いたします。 

本件は、令和７年６月２０日に議決を得ました、節婦市街地線節婦小橋橋梁架換工事請

負契約について、次のとおり変更しようとするものでございます。現在施工中の本件工事

は、節婦市街地線の中心部に位置し、町道節婦市街地線幹線道路の重要な橋梁でございま

す。当該橋梁は、昭和３９年に架設され、６１年経過しており、過去に補修等も施してま

いりましたが、令和４年度の橋梁点検の結果、経年老朽及び海岸に面しており、塩害の影

響もあり、詳細設計において国、道と協議を行った結果、架け換えが妥当と判断されたこ

とから、道路メンテナンス補助事業にて橋梁の架け換え工事を実施しているところでござ

います。 

このたびの変更内容につきましては、当初、議決頂きました工事概要の内容は変更ござ

いませんが、主に旧橋解体一式におきまして、下部工橋台の基礎部分において、掘削しな

ければ分からない不可視部、見えないところの橋台コンクリートが設計した想定より規格

寸法が小さかったことによりまして、コンクリートの取り壊し数量が減となったことが主

な理由でありまして、設計変更による契約変更の、契約金額の変更が必要になったもので

ございます。 

２ページをお開き願います。請負契約の変更に関する対照表です。１契約の目的、２契

約の方法、４契約の相手方につきましては変更ございません。変更を要する項目は３の契

約金額で、変更前の契約金額１億６２１９万５千円を３６１万９千円減額し、１億５８５

７万６千円に改めるものでございます。また、参考でございますが、１月２０日現在の工

事進捗率は７５％となっております。 

以上が議案第１号の提案理由でございます。御審議を賜り、提案どおり御決定くださる

よう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（氏家良美君） 提案理由の説明が終わりました。これより、本案に対する質疑を

行います。 

発言を許可いたします。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（氏家良美君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

反対討論の発言を許可いたします。 

（「ありません」の声あり） 
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○議長（氏家良美君） 討論を終結いたします。 

これより、議案第１号について採決を行います。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（氏家良美君） 全員挙手であります。 

よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第６ 議案第２号 

○議長（氏家良美君） 日程第６、議案第２号、令和７年度新冠町一般会計補正予算を議

題といたします。提案理由の説明を求めます。 

島田総務課長。 

○総務課長（島田和義君） 議案第２号、令和７年度新冠町一般会計補正予算について、

提案理由を申し上げます。 

１ページをお開き願います。令和７年度新冠町一般会計補正予算、このたびは７回目の

補正となります。歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ２億３３４７万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７２億７

７４７万５千円にしようとするものです。繰越明許費、第２条地方自治法第２１３条第１

項の規定により、翌年度に繰越して使用することができる経費は、第２表繰越明許費によ

るものです。地方債の補正、第３条、地方債の追加及び変更は、第３表地方債補正による

ものです。 

初めに繰越明許費及び地方債の補正を説明いたしますので、３ページをお開き願います。

第２表繰越明許費、１追加です。７款土木費、１項道路橋梁費、道路メンテナンス補助事

業１６５３万円は、節婦小橋橋梁整備事業について、事業の進捗を図るため、北海道との

協議により、令和７年度の執行残を本事業に充当し繰り越すものです。９款教育費、２項

小学校費、小学校管理運営費７０２７万９千円は、国の補正予算を活用し、新冠小学校体

育館に空調設備を整備するものですが、年度内に完了が見込めないことから繰り越すもの

です。 

次に、第３表地方債補正について説明いたします。１追加です。新冠小学校大規模改修

事業、限度額４１００万円は、新冠小学校体育館空調設備設置工事に係る補正予算債です。

２、変更です。橋梁長寿命化事業は、節婦小橋ほか３橋の橋梁整備事業に係る過疎債及び

辺地債について、事業費の確定に伴い減額するもので、補正前限度額８６７０万円を補正

後８０３０万円にしようとするものです。 

次に、事項別明細書の歳出より説明いたしますので、９ページから１０ページをお開き

願います。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費２２５０万円の追加。事業１、

ふるさと納税特典付加事業は、ふるさと納税寄附金を５０００万円の増額を見込み、７節

報償費は、返礼品購入費として１６５０万円、１１節役務費は、収納代理業者決済手数料
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として６００万円をそれぞれ増額するもので、詳細は説明資料１ページのとおりです。１

１目ふるさとづくり基金費２７５０万円の追加。２４節積立金２７５０万円の増額は、ふ

るさと納税寄附金の増額見込額５０００万円から、返礼品購入費及び収納代理業者決済手

数料等を差し引いた２７５０万円を基金に積み立てるものです。１１ページから１２ペー

ジに移ります。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費９０４８万５千円の追

加。事業１、第２回新冠町物価高騰対応家計応援特別給付金事業は、国が定める強い経済

を実現する総合経済対策に基づき、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が拡充され、

当町に対して１億２０９２万円の配分がありましたが、このうち８７１７万円を活用し、

町民１人当たり１万８千円を給付するものです。１０節需用費２３万８千円の増額は、事

務用消耗品の購入費及び封筒の印刷製本費を計上するもの。１１節役務費７８万７千円の

増額は、郵便料及び口座振り込み手数料を計上するもの。１８節負担金補助及び交付金８

９４６万円の増額は、令和７年１２月１日の基準日現在において、当町の住民基本台帳に

登録されている２８３１世帯、４９７０人を対象者と見込み、計上するもので、詳細は説

明資料２ページのとおりです。なお、臨時交付金の残金３３７５万円については、令和８

年度当初予算に計上し、執行する計画としております。１３ページから１４ページに移り

ます。２項児童福祉費、３目児童措置費１６６０万５千円の追加。事業１、物価高対応子

育て応援手当は、国が定める強い経済を実現する総合経済対策に基づき、物価高の影響が

長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を

応援する観点から、子ども１人あたり２万円を支給するもので、２節給料５８万８千円及

び３節職員手当等６１万３千円の増額は、職員の人件費を計上するもの。１０節需用費１

８万２千円の増額は、事務用消耗品の購入費及び封筒の印刷製本費を計上。１１節役務費

２２万２千円の増額は、郵便料及び口座振込手数料を計上するもの。１８節負担金補助及

び交付金１５００万円の増額は、令和７年９月分の児童手当を受給された方及び令和７年

１０月１日から令和８年３月３１日までに出生した児童の父母等を支給対象者として、７

５０人分を見込み、計上するもので、詳細は説明資料３ページのとおりです。１５ページ

から１６ページに移ります。６款１項ともに商工費、２目観光費８３６万円の追加。事業

１、新冠温泉管理運営事業の１４節工事請負費８３６万円の増額は、新冠温泉に設置して

いる自動火災報知設備について、老朽化による故障が発生いたしましたが、交換部品の供

給が既に中止となり、調達できないことが判明したため設備の更新を図るもので、詳細は

説明資料４ページのとおりです。１７ページから１８ページに移ります。７款土木費、１

項道路橋梁費、３目道路新設改良費２２５万２千円の減。事業１、道路メンテナンス補助

事業の１２節委託料２３５万４千円の減額及び２１節補償補填及び賠償金７８６万２千円

の減額は、入札執行残及び不用額を減額するもの。１４節工事請負費７９６万４千円の増

額は、北海道との協議により、翌年度に予定していた節婦小橋橋梁架換舗装工事を先行し

て実施するため、ただいま申し上げました執行残等の一部を組替えし、繰越明許費の予算

補正を行うもので、詳細は説明資料５ページのとおりです。１９ページから２０ページに
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移ります。９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費７０２７万９千円の追加。事業１、

小学校管理運営費の１４節工事請負費７０２７万９千円の増額は、災害への備えとして学

校施設の避難所機能を強化し、耐災害性の向上を図るため、国の補正予算を活用し、新冠

小学校体育館に空調設備を整備するもので、詳細は説明資料６ページのとおりです。 

次に、歳入について説明いたしますので、７ページから８ページをお開き願います。１

４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金８７１７万円の追加、及び２目

民生費国庫補助金１６６０万５千円の追加は、国の総合経済対策として交付されるもの。

４目土木費国庫補助金１９５万５千円の減額は、節婦小橋橋梁整備事業の事業費確定によ

り減額するもの。６目教育費国庫補助金２８９８万２千円の追加は、新冠小学校体育館空

調設備設置工事に対するもの。１７款１項ともに寄附金、２目指定寄附金５０００万円の

追加は、ふるさと納税寄附金の増額を見込むもの。１８款繰入金、１項基金繰入金、３目

財政調整基金繰入金１８０７万５千円の追加は、歳入の財源不足を基金取崩しにより調整

するもの。２１款町債３４６０万円の追加につきましては、３ページの地方債の補正で説

明したとおりですので、省略をさせていただきます。 

以上が議案第２号、令和７年度新冠町一般会計補正予算の提案理由でございます。御審

議を賜り、提案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（氏家良美君） 提案理由の説明が終わりました。 

これより、議案第２号に対する質疑を行います。発言は、歳出は項ごとに、歳入はペー

ジごとに行いますので、内容を取りまとめ、明瞭簡潔に補正項目の範疇で質疑を行うよう

お願いいたします。 

歳出から行います。９ページから１０ページをお開きください。２款総務費、１項総務

管理費、予算説明資料は１ページありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（氏家良美君） ないようですので、１１ページから１２ページ、３款民生費、１

項社会福祉費、予算説明資料は２ページ、ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（氏家良美君） ないようですので、１３ページから１４ページ、２項児童福祉費、

予算説明資料は３ページ、ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（氏家良美君） ないようですので、１５ページから１６ページ、６款商工費、１

項商工費、予算説明資料は４ページ、ありませんか。 

竹中議員。 

○６番（竹中進一君） ６番竹中です。商工費の中で温泉の施設の老朽化ということでご

ざいますが、今回は火災報知機関係ですけど、それ以外にもいろいろと経年劣化で、今後

更新が必要だということで温泉側から何らかの要望というか、希望というのは出ていない

でしょうか。そのことについてお伺いします。 
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○議長（氏家良美君） 佐渡企画課長。 

○企画課長（佐渡健能君） はい。今回経年劣化、２０年以上を経過、建物としては経過

したものですから、経年劣化の結果、こういうことを補正予算させていただきました。こ

れ以外で経年劣化を理由とする温泉の運営者側からの要望としてはございません。今後、

いろいろな部分で古くなったとか、部分が出てくる可能性は高いところがありますが、現

状の中で施設として大きな経年劣化を理由とする改修といった部分については、今のとこ

ろないということです。 

○議長（氏家良美君） ほかにございませんか。 

（「ありません」の声あり） 

〇議長（氏家良美君） ないようですので、１７ページから１８ページ、７款土木費、１

項道路橋梁費、予算説明資料は５ページ、ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（氏家良美君） ないようですので、１９ページから２０ページ、９款教育費、２

項小学校費、予算説明資料６ページ、ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（氏家良美君） ないようですので歳入に入ります。予算書は、７ページから８ペ

ージをお開きください。歳入の質疑は一括して行います。質疑ございませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（氏家良美君） ないようですので、歳入歳出の全般にわたって質疑ございません

か。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（氏家良美君） ないようですので、これで質疑を終結いたします。 

これより議案第２号に対する討論を行います。 

反対討論の発言を許可いたします。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（氏家良美君） ないようですので、討論を終結いたします。 

これより議案第２号について採決を行います。 

お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（氏家良美君） 全員挙手であります。よって、議案第２号は原案のとおり可決さ

れました。 

 

◎閉会の議決 

○議長（氏家良美君） 以上をもって、本臨時会に提案されました議案全ての審議を終了

いたしました。 
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  ◎閉会宣告 

〇議長（氏家良美君） これをもって令和８年第１回新冠町議会臨時会を閉会いたします。

御苦労さまでした。 

（午前１０時２７分 閉会） 


